
玉村町総合運動公園、玉村町東部工業団地内運動公園及び玉村グラウンド・ゴルフ場 
に係る指定管理者の指定について 

 

次の者を指定管理者とする議案を令和７年１２月議会定例会に上程し、可決されたため、玉村町総合運動公園、玉村町

東部工業団地内運動公園及び玉村グラウンド・ゴルフ場の指定管理者として指定しました。 
 
 
■ 指定管理者の指定 

・指定管理者となる団体の名称 

    玉村町大字上福島５２５番地 

    企業組合 群馬中高年雇用福祉事業団 

・指定年月日 

    令和７年１２月１日 

・指定の期間  

    令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

・指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称     玉村町総合運動公園  
 所在地  玉村町大字宇貫４８１番地（代表地番） 
 敷地面積 ８８，０００㎡ 

(2) 名称     玉村町東部工業団地内運動公園  
 所在地  玉村町大字川井３２番地（代表地番） 
 敷地面積 １４，９８８㎡ 

(3) 名称     玉村グラウンド・ゴルフ場  
 所在地  玉村町大字角渕３２０２番地３（代表地番） 
 敷地面積 ２１，３１５㎡ 

 
 

■ 指定管理候補者の選定審査手順（議会上程前の審査） 

１ 募集概要 

 (1) 募集期間等 

・募集要項の配付   令和７年 ７月１４日～ ８月 １日 
・説明会の開催         ８月 ５日 

・応募書類の受付        ９月 ４日～ ９月１１日 

 (2) 応募団体数 

・２団体 

 

２ 提案事項等の審査 

  (1) 審査日程 

・第 1回指定管理候補者選定委員会  令和７年 ９月２５日 

・第 2回指定管理候補者選定委員会      １０月 ８日 

  (2) 審査の観点及び基準 
応募者から提出された書類やプレゼンテーションをもとに、外部有識者を含む玉村町指定管理候補者選定委員

会（委員７人）において審査を行い、指定管理候補者の選定を行いました。 
審査は、次の選定基準ごとの審査結果に基づき提案内容を点数化し、その合計得点の最も高い者を優先交渉権

者として選定しました。 

 

【選定基準】 

選定基準 審査項目 配点 

Ⅰ 
事業計画の内容が、町民の平等な使用を確保できる
か。（指定手続条例第 5条第 1号） 

・施設の設置目的 
・平等な利用を図るための具体的手法 

20 

Ⅱ 
事業計画の内容が、当該公の施設の効用を最大限に
発揮させるものであるか。 
（指定手続条例第 5条第 2号） 

・施設の管理運営の内容 
・サービスの向上を図るための具体的手法 
・町等の主催行事との連携 

20 

Ⅲ 
事業計画の内容が、管理に係る経費の節減が図られ
るものであるか。 
（指定手続条例第 5条第 2号） 

・施設の管理運営に係る経費の内容 
30 

Ⅳ 
事業計画に沿った管理運営を安定して行うために
必要な人員及び財政的能力を有しているか。 
（指定手続条例第 5条第 3号） 

・安定的な管理運営が可能となる人的能力 
・安定的な管理運営が可能となる経理的基盤 
・類似施設の管理運営実績 

20 

Ⅴ 
その他、当該公の施設の設置目的を達成するために
必要と認める事項（指定手続条例第 5条第 4号） 

・危機管理対策 
・情報管理 

10 

合   計  点   数 100 
 
 

３ 審査結果および選定理由 

企業組合群馬中高年雇用福祉事業団の提案は、現指定管理者としての実績から、今後についても安定した管理運営

が期待でき、また、樹木管理の直営などにより経費の節減を図っていることから提案内容が高く評価された。審査

における合計得点が最も高いことから、優先交渉権者として選定された。 


